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市第18号議案 

   保土ケ谷区における町区域の設定及びこれに係る字区域 

の廃止 

 次のように保土ケ谷区において町区域を設定し、及びこれに係る

字区域を廃止する。 

   平成22年６月11日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

１ 町区域の設定 

  新   区   域       新 区 域 に 編 入 す る 現 在 の 区 域    
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２ 字区域の廃止 

上記町区域の設定に伴い、新区域に編入する現在の区域内に存

する字区域は、これを廃止する。 
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添付書類 

住居表示に関する法律（昭和37年法律第 119 号）第５条の２第２ 

項の変更の請求があったので、同条第５項の規定に基づき、当該変

更の請求書を添付する。 
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             変更請求 

                                         平成22年４月５日 

              横浜市保土ヶ谷区仏向町1732番地 

                    松 本 敬 司 , 

                    昭和６年４月20日生 

［変更請求の内容］ 

［新区域町名「仏向西」案］の区域を二分して ｢仏向西一丁目 ｣

「仏向西二丁目」にして戴きたい。 

 

[ 変更請求の理由］ 

１． 新区域・町名「仏向西」内に包含される“水道山”区域は、

地元の坂本小学校校歌の歌詞にも“水道山”の名称が入って

おり、親子代々この地名に慣れ親しんでおりますように、①

“仏向町水道山”という名称は区域を示す固有名詞であり、

“水道山”は広い仏向町の中でも区域の明解な一角でありま

すので、 

② 今回の新区域・町名の公示は、行政上の区分においても    

水道山区域を認知して戴く時期が到来したと考え、“水

道山”区域を以て新町として戴くべく、  

③ 住居表示検討委員会（以下“委員会”という）に提案さ

れた“仏向西”という町名を尊重し“一丁目”を加える

形の新町名のご承認を、請求するものであります。 

 

２． “委員会”事務局は「原案の西部地区は水道山区域だけでは

ないから新町名の“仏向西”で一町とする案は不変。面積的
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にも“仏向水道山”と“仏向○○“に二分することは考えな

い」と説明、今回の実施予定区域の面積と同規模の旧町が新

町では一町で実施した事例を根拠に議事の審議範囲を限定し

、“委員会”の議事は進行されました。 

私は、それが「片側事例」であることに疑問を感じ、その 

対極になる複数の丁目付きの新町名で実施された事例を調べ

、会議資料として最終回の委員会開催日よりかなり前に事務

局へ提出し「“仏向西一丁目”案を審議の対象とするよう求

めました」が、“委員会”議長は提案の採択を諮ること無く

議事を進行し事務局案の採決を行いました。 

即ち「“水道山”町内会区域を以て“仏向西一丁目”とす

る新町名」提案は無視され、審議されなかったのであります

。 

 

３． このような経緯で“委員会”が決議した新町名案は不公正な

審議結果と審議の欠如は明らかですし、他方、旧町が複数の

丁目付きの新町名で実施された事例には、横浜市住居表示整

備要綱―４・町（丁目）の規模（面積基準値）を下回る面積

の「丁目付きの町」が少なくありませんので、“仏向西一丁

目”或いは“仏向西二丁目”がその面積基準値を下回るとし

ても整備要綱に逸脱しない変更請求と判断いたしました。 

 

添付図面 １枚                    （完） 

 

   署 名（略） 
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提 案 理 由 

 住居表示の実施のため、保土ケ谷区において町区域を設定し、及

びこれに係る字区域を廃止したいので、地方自治法第 260 条第１項

の規定により提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参  考  

   地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 260 条  政 令 で 特 別 の 定 を す る 場 合 を 除 く 外 、 市 町 村 の 区 域 内 の

町 若 し く は 字 の 区 域 を あ ら た に 画 し 若 し く は こ れ を 廃 止 し 、 又 は

町 若 し く は 字 の 区 域 若 し く は そ の 名 称 を 変 更 し よ う と す る と き は

、 市 町 村 長 が 当 該 市 町 村 の 議 会 の 議 決 を 経 て こ れ を 定 め 、 都 道 府

県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 
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住 居 表 示 に 関 す る 法 律 （ 抜 粋 ）  

（ 町 又 は 字 の 区 域 の 新 設 等 の 手 続 の 特 例 ）  

第 ５ 条 の ２  市 町 村 長 （ 特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） は 、 第

２ 条 に 規 定 す る 方 法 に よ る 住 居 表 示 の 実 施 の た め 、 地 方 自 治 法 第

260 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 町 若 し く は 字 の 区 域 の 新 設 若 し く は 廃

止 又 は 町 若 し く は 字 の 区 域 若 し く は そ の 名 称 の 変 更 （ 以 下 「 町 又

は 字 の 区 域 の 新 設 等 」 と い う 。） に つ い て 議 会 の 議 決 を 経 よ う と

す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 案 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 公 示 さ れ た 案 に 係 る 町 又 は 字 の 区 域 内 に 住 所

を 有 す る 者 で 市 町 村 の 議 会 の 議 員 及 び 長 の 選 挙 権 を 有 す る も の は

、 そ の 案 に 異 議 が あ る と き は 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 町

村 長 に 対 し 、 前 項 の 公 示 の 日 か ら 30 日 を 経 過 す る 日 ま で に 、 そ の

50 人 以 上 の 連 署 を も っ て 、 理 由 を 附 し て 、 そ の 案 に 対 す る 変 更 の

請 求 を す る こ と が で き る 。  

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

５  市 町 村 長 は 、 第 ２ 項 の 変 更 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該

変 更 の 請 求 に 係 る 町 又 は 字 の 区 域 の 新 設 等 の 処 分 に 関 す る 議 案 を

議 会 に 提 出 す る と き は 、 当 該 変 更 の 請 求 書 を 添 え て し な け れ ば な

ら な い 。  

６  市 町 村 の 議 会 は 、 第 ２ 項 の 変 更 の 請 求 に 係 る 町 又 は 字 の 区 域 の

新 設 等 の 処 分 に 関 す る 議 案 に つ い て は 、 あ ら か じ め 、 公 聴 会 を 開

き 、 当 該 処 分 に 係 る 町 又 は 字 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 か ら 意 見

を き い た 後 で な け れ ば 、 当 該 議 案 の 議 決 を す る こ と が で き な い 。  

（ 第 ７ 項 及 び 第 ８ 項 省 略 ） 
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